
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律の概要 

 

移植術に使用するために臓器を摘出することができる場合を次の①又は②のいずれ

かとする。  

①  本人の書面による臓器提供の意思表示があった場合であって、遺族がこれを拒ま 

ないとき又は遺族がないとき（改正前と同様の要件）。  

②  本人の臓器提供の意思が不明の場合であって、遺族がこれを書面により承諾する 

とき。 

 

１．臓器摘出の要件の改正 

 

臓器摘出に係る脳死判定を行うことができる場合を次の①又は②のいずれかとする。  

①  本人が  

Ａ  書面により臓器提供の意思表示をし、かつ、  

Ｂ  脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合  

であって、家族が脳死判定を拒まないとき又は家族がないとき。  

②  本人について  

Ａ  臓器提供の意思が不明であり、かつ、  

Ｂ  脳死判定の拒否の意思表示をしている場合以外の場合  

であって、家族が脳死判定を行うことを書面により承諾するとき。  

 

２．臓器摘出に係る脳死判定の要件の改正 

 

臓器提供の意思表示に併せて、書面により親族への臓器の優先提供の意思を表示する

ことができることとする。  

３．親族への優先提供 

 

国及び地方公共団体は、移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思

の有無を運転免許証及び医療保険の被保険者証等に記載することができることとする

等、移植医療に関する啓発及び知識の普及に必要な施策を講ずるものとする。  

 

４．普及・啓発 

 

政府は、虐待を受けた児童が死亡した場合に当該児童から臓器が提供されることのな

いよう、移植医療に従事する者が児童に対し虐待が行われた疑いがあるかどうかを確認

し、及びその疑いがある場合に適切に対応するための方策に関し検討を加え、その結果

に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
 

５．検討 


